
力し取り組んでいます。トップの管理者は市長。副管理者は町長。実務責任者の消防長は管理者
が任命。（市の部長クラスが就任）
定例

件当日の「活動」と「支援」の公文書を手に質問を重ねました。

                                                  

 

  

 

              

調査報告

＜頭部も腹部も。車にも

告書」の情報公開を請求

質問

録・報告をなぞるような形で殴打や活動への支障について認め、状況の説明をしました。

公文書の開示はプライバシーを守る立場で加害者の名前や

での活動記録は、そのまま提供されました。―

ため、背後から脇下に腕を通して抑制。その後救急車のフロント、スライドドア

依頼―。別紙の救急活動記録表には、観察や処置の経過と内容を報告するとともに救急隊員が頭部を殴ら

れた、活動の障害になった

＜吉川警察署に被害届け。

前幹部数人に伝えられ、

警察への被害届けの提出―告訴を決定。質問に対し戸張管理者

ではないようなニュアンスの答弁

て被害届けをだしたことは「告訴」を意味することは自明です。先の調査報告№１で紹介しましたが、消防本

部は即刻、№２の次長と事件現場の隊長、

後日、別の３人も警察に出向いています。刑事事件として本格的捜査が

捜査の手が伸びていたはずです。

＜不自然な告訴取り下げ

織で決めたことをくつがえす力は管理者の他には考えられません。処理やその経過は組織内でも一切オー

プンにされていません

戸張管理者は「当事者間で示談が成立した結果であり、加害者からの申し入れを

げになった」と手短に述べただけで、加害者との

は１月１５日に成立したこと。その日に被害届けを取り下げたことが明らかになりました。が、

間にどんな庁内協議があったのか。

のことが不透明のままになっています

 
いながき茂行

いとう

吉川・松伏消防組合議会。消防業務については吉川市と松伏町が一部事務組合を結成して協
力し取り組んでいます。トップの管理者は市長。副管理者は町長。実務責任者の消防長は管理者
が任命。（市の部長クラスが就任）
定例）。構成は吉川市議会から

７月１０日定例議会。
件当日の「活動」と「支援」の公文書を手に質問を重ねました。

                                                  

 

              

調査報告 №２。－暴行と妨害の事実

頭部も腹部も。車にも

告書」の情報公開を請求

質問ではまず救急救命士に対する暴行や妨害発生の事実確認を求めたのに対し、酒井消防長は当日の記

録・報告をなぞるような形で殴打や活動への支障について認め、状況の説明をしました。

公文書の開示はプライバシーを守る立場で加害者の名前や

での活動記録は、そのまま提供されました。―

ため、背後から脇下に腕を通して抑制。その後救急車のフロント、スライドドア

依頼―。別紙の救急活動記録表には、観察や処置の経過と内容を報告するとともに救急隊員が頭部を殴ら

れた、活動の障害になった

吉川警察署に被害届け。

前幹部数人に伝えられ、

警察への被害届けの提出―告訴を決定。質問に対し戸張管理者

ではないようなニュアンスの答弁

て被害届けをだしたことは「告訴」を意味することは自明です。先の調査報告№１で紹介しましたが、消防本

部は即刻、№２の次長と事件現場の隊長、

後日、別の３人も警察に出向いています。刑事事件として本格的捜査が

捜査の手が伸びていたはずです。

不自然な告訴取り下げ

織で決めたことをくつがえす力は管理者の他には考えられません。処理やその経過は組織内でも一切オー

プンにされていません

戸張管理者は「当事者間で示談が成立した結果であり、加害者からの申し入れを

げになった」と手短に述べただけで、加害者との

は１月１５日に成立したこと。その日に被害届けを取り下げたことが明らかになりました。が、

にどんな庁内協議があったのか。

のことが不透明のままになっています

市民改革クラブ

いながき茂行 

いとう 正勝 

*市民改革クラブのホームページは

吉川・松伏消防組合議会。消防業務については吉川市と松伏町が一部事務組合を結成して協
力し取り組んでいます。トップの管理者は市長。副管理者は町長。実務責任者の消防長は管理者
が任命。（市の部長クラスが就任）

）。構成は吉川市議会から
１０日定例議会。

件当日の「活動」と「支援」の公文書を手に質問を重ねました。

                                                  

              

№２。－暴行と妨害の事実

頭部も腹部も。車にも

告書」の情報公開を請求。救急活動は公務であり記録保存が義務付けられています。（裏面参照下さい）

ではまず救急救命士に対する暴行や妨害発生の事実確認を求めたのに対し、酒井消防長は当日の記

録・報告をなぞるような形で殴打や活動への支障について認め、状況の説明をしました。

公文書の開示はプライバシーを守る立場で加害者の名前や

での活動記録は、そのまま提供されました。―

ため、背後から脇下に腕を通して抑制。その後救急車のフロント、スライドドア

依頼―。別紙の救急活動記録表には、観察や処置の経過と内容を報告するとともに救急隊員が頭部を殴ら

れた、活動の障害になった

吉川警察署に被害届け。

前幹部数人に伝えられ、管理者の市

警察への被害届けの提出―告訴を決定。質問に対し戸張管理者

ではないようなニュアンスの答弁

て被害届けをだしたことは「告訴」を意味することは自明です。先の調査報告№１で紹介しましたが、消防本

部は即刻、№２の次長と事件現場の隊長、

後日、別の３人も警察に出向いています。刑事事件として本格的捜査が

捜査の手が伸びていたはずです。

不自然な告訴取り下げ

織で決めたことをくつがえす力は管理者の他には考えられません。処理やその経過は組織内でも一切オー

プンにされていません。不自然です。

戸張管理者は「当事者間で示談が成立した結果であり、加害者からの申し入れを

げになった」と手短に述べただけで、加害者との

は１月１５日に成立したこと。その日に被害届けを取り下げたことが明らかになりました。が、

にどんな庁内協議があったのか。

のことが不透明のままになっています

いながき 

市民改革クラブ 

 栄町 782 番地

 きよみ野 2-8

市民改革クラブのホームページは

吉川・松伏消防組合議会。消防業務については吉川市と松伏町が一部事務組合を結成して協
力し取り組んでいます。トップの管理者は市長。副管理者は町長。実務責任者の消防長は管理者
が任命。（市の部長クラスが就任）

）。構成は吉川市議会から 5
１０日定例議会。今回は「救急車暴行事件」の実状と「隠ぺい工作」について

件当日の「活動」と「支援」の公文書を手に質問を重ねました。

                                                  

                     

№２。－暴行と妨害の事実

頭部も腹部も。車にも＞  

。救急活動は公務であり記録保存が義務付けられています。（裏面参照下さい）

ではまず救急救命士に対する暴行や妨害発生の事実確認を求めたのに対し、酒井消防長は当日の記

録・報告をなぞるような形で殴打や活動への支障について認め、状況の説明をしました。

公文書の開示はプライバシーを守る立場で加害者の名前や

での活動記録は、そのまま提供されました。―

ため、背後から脇下に腕を通して抑制。その後救急車のフロント、スライドドア

依頼―。別紙の救急活動記録表には、観察や処置の経過と内容を報告するとともに救急隊員が頭部を殴ら

れた、活動の障害になったとの記載がされています。

吉川警察署に被害届け。＞ 

管理者の市

警察への被害届けの提出―告訴を決定。質問に対し戸張管理者

ではないようなニュアンスの答弁でしたが、この事例は事実上公務執行妨害と傷害

て被害届けをだしたことは「告訴」を意味することは自明です。先の調査報告№１で紹介しましたが、消防本

部は即刻、№２の次長と事件現場の隊長、

後日、別の３人も警察に出向いています。刑事事件として本格的捜査が

捜査の手が伸びていたはずです。 

不自然な告訴取り下げ＞ 

織で決めたことをくつがえす力は管理者の他には考えられません。処理やその経過は組織内でも一切オー

不自然です。

戸張管理者は「当事者間で示談が成立した結果であり、加害者からの申し入れを

げになった」と手短に述べただけで、加害者との

は１月１５日に成立したこと。その日に被害届けを取り下げたことが明らかになりました。が、

にどんな庁内協議があったのか。どんな判断のもとに対処したのか。示談に至る経過。その内容

のことが不透明のままになっています

 

番地 1C-1101 TEL

8-2         

市民改革クラブのホームページは いながき茂行のサイトと統合しました

吉川・松伏消防組合議会。消防業務については吉川市と松伏町が一部事務組合を結成して協
力し取り組んでいます。トップの管理者は市長。副管理者は町長。実務責任者の消防長は管理者
が任命。（市の部長クラスが就任） 議会は組合議会として独自に構成、開催。（

5 人。松伏町議会から
今回は「救急車暴行事件」の実状と「隠ぺい工作」について

件当日の「活動」と「支援」の公文書を手に質問を重ねました。

                                                  

  ～救命士

№２。－暴行と妨害の事実

 質問書の提出と合わせて事件当

。救急活動は公務であり記録保存が義務付けられています。（裏面参照下さい）

ではまず救急救命士に対する暴行や妨害発生の事実確認を求めたのに対し、酒井消防長は当日の記

録・報告をなぞるような形で殴打や活動への支障について認め、状況の説明をしました。

公文書の開示はプライバシーを守る立場で加害者の名前や

での活動記録は、そのまま提供されました。―「来るのが遅い」と連呼し、救命士の腹部を殴打。

ため、背後から脇下に腕を通して抑制。その後救急車のフロント、スライドドア

依頼―。別紙の救急活動記録表には、観察や処置の経過と内容を報告するとともに救急隊員が頭部を殴ら

との記載がされています。

  事件発生は平成２４年１２月３０日。深夜、午前０時すぎ。

管理者の市長にも報告。消防

警察への被害届けの提出―告訴を決定。質問に対し戸張管理者

でしたが、この事例は事実上公務執行妨害と傷害

て被害届けをだしたことは「告訴」を意味することは自明です。先の調査報告№１で紹介しましたが、消防本

部は即刻、№２の次長と事件現場の隊長、被害の救急士の３人が警察に出向いて事情

後日、別の３人も警察に出向いています。刑事事件として本格的捜査が

  暴行や妨害行為については組織として取り組むことが定めです

織で決めたことをくつがえす力は管理者の他には考えられません。処理やその経過は組織内でも一切オー

不自然です。 

戸張管理者は「当事者間で示談が成立した結果であり、加害者からの申し入れを

げになった」と手短に述べただけで、加害者との

は１月１５日に成立したこと。その日に被害届けを取り下げたことが明らかになりました。が、

どんな判断のもとに対処したのか。示談に至る経過。その内容

のことが不透明のままになっています。これでは終止符を打つことが出来ません。

TEL＆FAX  983

        TEL&FAX 983

いながき茂行のサイトと統合しました

吉川・松伏消防組合議会。消防業務については吉川市と松伏町が一部事務組合を結成して協
力し取り組んでいます。トップの管理者は市長。副管理者は町長。実務責任者の消防長は管理者

議会は組合議会として独自に構成、開催。（
人。松伏町議会から

今回は「救急車暴行事件」の実状と「隠ぺい工作」について
件当日の「活動」と「支援」の公文書を手に質問を重ねました。

                                                  

救命士暴行事件

 

質問書の提出と合わせて事件当

。救急活動は公務であり記録保存が義務付けられています。（裏面参照下さい）

ではまず救急救命士に対する暴行や妨害発生の事実確認を求めたのに対し、酒井消防長は当日の記

録・報告をなぞるような形で殴打や活動への支障について認め、状況の説明をしました。

公文書の開示はプライバシーを守る立場で加害者の名前や

「来るのが遅い」と連呼し、救命士の腹部を殴打。

ため、背後から脇下に腕を通して抑制。その後救急車のフロント、スライドドア

依頼―。別紙の救急活動記録表には、観察や処置の経過と内容を報告するとともに救急隊員が頭部を殴ら

との記載がされています。 

事件発生は平成２４年１２月３０日。深夜、午前０時すぎ。

長にも報告。消防本部として暴行被害を受けた救命士の診断の必要と

警察への被害届けの提出―告訴を決定。質問に対し戸張管理者

でしたが、この事例は事実上公務執行妨害と傷害

て被害届けをだしたことは「告訴」を意味することは自明です。先の調査報告№１で紹介しましたが、消防本

被害の救急士の３人が警察に出向いて事情

後日、別の３人も警察に出向いています。刑事事件として本格的捜査が

暴行や妨害行為については組織として取り組むことが定めです

織で決めたことをくつがえす力は管理者の他には考えられません。処理やその経過は組織内でも一切オー

戸張管理者は「当事者間で示談が成立した結果であり、加害者からの申し入れを

げになった」と手短に述べただけで、加害者との関係や働きかけについては黙したままでした。

は１月１５日に成立したこと。その日に被害届けを取り下げたことが明らかになりました。が、

どんな判断のもとに対処したのか。示談に至る経過。その内容

これでは終止符を打つことが出来ません。

983-1628  E

983-1117   E

いながき茂行のサイトと統合しました

吉川・松伏消防組合議会。消防業務については吉川市と松伏町が一部事務組合を結成して協
力し取り組んでいます。トップの管理者は市長。副管理者は町長。実務責任者の消防長は管理者

議会は組合議会として独自に構成、開催。（
人。松伏町議会から 4 人の計 9

今回は「救急車暴行事件」の実状と「隠ぺい工作」について
件当日の「活動」と「支援」の公文書を手に質問を重ねました。 

                                                  

暴行事件～

質問書の提出と合わせて事件当

。救急活動は公務であり記録保存が義務付けられています。（裏面参照下さい）

ではまず救急救命士に対する暴行や妨害発生の事実確認を求めたのに対し、酒井消防長は当日の記

録・報告をなぞるような形で殴打や活動への支障について認め、状況の説明をしました。

公文書の開示はプライバシーを守る立場で加害者の名前や住所などはスミで消されているものの、救急現場

「来るのが遅い」と連呼し、救命士の腹部を殴打。

ため、背後から脇下に腕を通して抑制。その後救急車のフロント、スライドドア

依頼―。別紙の救急活動記録表には、観察や処置の経過と内容を報告するとともに救急隊員が頭部を殴ら

事件発生は平成２４年１２月３０日。深夜、午前０時すぎ。

本部として暴行被害を受けた救命士の診断の必要と

警察への被害届けの提出―告訴を決定。質問に対し戸張管理者は「被害届けは出したが―」と告訴の認識

でしたが、この事例は事実上公務執行妨害と傷害

て被害届けをだしたことは「告訴」を意味することは自明です。先の調査報告№１で紹介しましたが、消防本

被害の救急士の３人が警察に出向いて事情

後日、別の３人も警察に出向いています。刑事事件として本格的捜査が

暴行や妨害行為については組織として取り組むことが定めです

織で決めたことをくつがえす力は管理者の他には考えられません。処理やその経過は組織内でも一切オー

戸張管理者は「当事者間で示談が成立した結果であり、加害者からの申し入れを

関係や働きかけについては黙したままでした。

は１月１５日に成立したこと。その日に被害届けを取り下げたことが明らかになりました。が、

どんな判断のもとに対処したのか。示談に至る経過。その内容

これでは終止符を打つことが出来ません。

E メール     

E メール      

いながき茂行のサイトと統合しました   

吉川・松伏消防組合議会。消防業務については吉川市と松伏町が一部事務組合を結成して協
力し取り組んでいます。トップの管理者は市長。副管理者は町長。実務責任者の消防長は管理者

議会は組合議会として独自に構成、開催。（
9 人。任期 2

今回は「救急車暴行事件」の実状と「隠ぺい工作」について

                                                  平成

～ 

質問書の提出と合わせて事件当日の「救急活動記録」と「支援要請報

。救急活動は公務であり記録保存が義務付けられています。（裏面参照下さい）

ではまず救急救命士に対する暴行や妨害発生の事実確認を求めたのに対し、酒井消防長は当日の記

録・報告をなぞるような形で殴打や活動への支障について認め、状況の説明をしました。

住所などはスミで消されているものの、救急現場

「来るのが遅い」と連呼し、救命士の腹部を殴打。

ため、背後から脇下に腕を通して抑制。その後救急車のフロント、スライドドア付近を

依頼―。別紙の救急活動記録表には、観察や処置の経過と内容を報告するとともに救急隊員が頭部を殴ら

事件発生は平成２４年１２月３０日。深夜、午前０時すぎ。

本部として暴行被害を受けた救命士の診断の必要と

は「被害届けは出したが―」と告訴の認識

でしたが、この事例は事実上公務執行妨害と傷害

て被害届けをだしたことは「告訴」を意味することは自明です。先の調査報告№１で紹介しましたが、消防本

被害の救急士の３人が警察に出向いて事情

後日、別の３人も警察に出向いています。刑事事件として本格的捜査が始まり、当然、加害者側についても

暴行や妨害行為については組織として取り組むことが定めです

織で決めたことをくつがえす力は管理者の他には考えられません。処理やその経過は組織内でも一切オー

戸張管理者は「当事者間で示談が成立した結果であり、加害者からの申し入れを

関係や働きかけについては黙したままでした。

は１月１５日に成立したこと。その日に被害届けを取り下げたことが明らかになりました。が、

どんな判断のもとに対処したのか。示談に至る経過。その内容
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本部として暴行被害を受けた救命士の診断の必要と

は「被害届けは出したが―」と告訴の認識

でしたが、この事例は事実上公務執行妨害と傷害の現行犯であり、

て被害届けをだしたことは「告訴」を意味することは自明です。先の調査報告№１で紹介しましたが、消防本

被害の救急士の３人が警察に出向いて事情聴取を受けています。

始まり、当然、加害者側についても

暴行や妨害行為については組織として取り組むことが定めです

織で決めたことをくつがえす力は管理者の他には考えられません。処理やその経過は組織内でも一切オー

戸張管理者は「当事者間で示談が成立した結果であり、加害者からの申し入れを被害者が受け入れ取り下

関係や働きかけについては黙したままでした。

は１月１５日に成立したこと。その日に被害届けを取り下げたことが明らかになりました。が、それまでの１６日
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本部として暴行被害を受けた救命士の診断の必要と

は「被害届けは出したが―」と告訴の認識

の現行犯であり、組織とし

て被害届けをだしたことは「告訴」を意味することは自明です。先の調査報告№１で紹介しましたが、消防本

聴取を受けています。

始まり、当然、加害者側についても

暴行や妨害行為については組織として取り組むことが定めです

織で決めたことをくつがえす力は管理者の他には考えられません。処理やその経過は組織内でも一切オー

被害者が受け入れ取り下

関係や働きかけについては黙したままでした。答弁で示

それまでの１６日

どんな判断のもとに対処したのか。示談に至る経過。その内容など多く
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は「被害届けは出したが―」と告訴の認識

組織とし

て被害届けをだしたことは「告訴」を意味することは自明です。先の調査報告№１で紹介しましたが、消防本

聴取を受けています。

始まり、当然、加害者側についても
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被害者が受け入れ取り下

で示談

それまでの１６日
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最前線で「いのち」を救う！ 
 

救
急
出
動
は 

 
一
日
平
均
10
回
余 

報
告 

い
と
う 

正
勝 

去
年

一
年
間
の
救
急
出
動
は
吉

川
・
松
伏
の
エ
リ
ア
で
３
７
１
０
件
。

一
日
平
均
10

回
以
上
。
火
災
出
動

は
49

件
。
救
急
の
業
務

の
広
が
り
。
住

民
の
安

全
と
安
心
の
軸
と
し
て

大
事
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
搬
送
の
人
員
は
３
３

２
５
人
。
こ
の
う
ち
急
病

が
２
３
０
５
件
。
全
体
の

62

％
。
つ
い
で

一
般
負

傷
５
０
４
件
。
交
通
事
故

４
２
６
件
。
台
風

一
過
の

今
月
11

、
12

日
は
35

℃

を
こ
え
る
猛
暑
で
熱
中

症

の
対
応
も
３
件
。
高

齢
化
の
急
進
展
も
あ
り

出
動
要
請
は

一
段
と
増

え
そ
う
で
す
。 

 救
急
処
置
の
拡
大 

救
急
車
内
も
高
度
化 

 

救
命
効
果
の
向
上
を
図
る
た
め

救
急
救
命
士
制
度
が
設
け
ら
れ
た

の
は
平
成
３
年
の
こ
と
。
応
急
処
置

の
範
囲
の
拡
充
。
医
療
と
の
連
携
。

研
修
。
資
格
。
救
急
隊
の
編
成
、
業

務
実
施
の
基
準
。
新
た
に
▽
心
肺

停
止
状
態
の
患
者
に
対
す
る
除
細

動
器
使
用 

▽

一
部
薬
剤
の
点
滴

▽
気
道
の
確
保
な
ど
の
処
置
を
医

師
と
連
絡
、
指
示
の
も
と
に
行
う
こ

と
が
加
わ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
救
命

効
果
は
従
来
の
２
倍
ち
か
く
に
な
っ

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
並
行
し
て
救

急
車
も
高
規
格
に
。
消
防
本
部
に

２
台
。
美
南
分
署
、
松
伏
消
防
署
に

各
１
台
を
配
置
。
搬
送
の
ス
ト
レ
ッ

チ
ャ
ー
。
本
部
や
病
院
と
の
連
絡
無

線
装
置
。
心
電
図
。
血
圧
。
吸
引
。

吸
入
。
点
滴
。
感
染
症
予
防
の
関

係
も
配
備
。
次
に
血
糖
値
の
測
定

も
。
さ
ら
な
る
救
急
医
療
の
充
実
。

プ
レ
ホ
ス
ピ
タ
ル
ケ
ア
の
必
要
も
検

討
課
題
で
す
。 

 

救
急
隊
員
は
３
人
編
成 

沈
着
、
冷
静
。
迅
速
に 

 

 

傷

病

者

の
救

命

が

最

優

先

。 
 

 

災
害
。
事
故
。
急
病
。
的
確
な
応
急

処
置
と
緊
急
の
搬
送
。
指
揮
。
チ
ー

ム
ワ
ー
ク
。
知
識
。
技
術
。 

一
般
的
な
１
１
９
番
通
報
に
は
３
人

編
成
の
救
急
隊
が
出
動
。
重
症
や

混
乱
が
想
定
さ
れ
る
場
合
は
３
人

編
成
の
消
防
隊
も
同
時
に
出
動
。

今
回
の
ケ
ー
ス
。
「
暴
行
事
件
」
の
現

場
に
は
２
台
が
出
動
し
て
い
ま
す
。 

 

活
動
の
記
録
票
提
出 

検
証
、
分
析
は
責
務 

救
急
活
動
は
記
録
票
に
記
載
し

公
文
書
と
し
て
保
存
す
る
。
客
観

的
、
正
確
に
。
事
実
を
あ
り
の
ま
ま

に
。
行
動
内
容
と
し
て
は
応
急
処
置
、

使

用
の
資
器
材
。
医
師

の
指

示
。

協
力
者
。
障
害

の
事
項
を
。
傷
病

者
に
つ
い
て
は
意
識
、
呼
吸
、
脈
拍

な
ど
観

察

結

果

を

具

体

的

に
。

等
々
。
そ
し
て
常
に
事
例
を
検
討
、

分
析
し
、
救
急
活
動
技
能
の
向
上

に
努
め
る
事
と
し
て
い
ま
す
。
前
代

未
聞
と
も
い
え
る
公
務
執
行
妨
害

の
今
回
の
暴
行
事
例
。
反
省
、
教

訓
も
多
い
は
ず

で
す
。

表
に
出
し
て
今
後
に
生

か
す
べ
き
事
例
で
す
。 

  

 

  
 

 
 

 
 

 

〈
質
問
通
告
内
容
〉 

①
当
日
の
状
態
に
つ
い
て 

▽
救
急
処
置
▽
資
器
材
の
活
用
▽
応
援

要
請
や
協
力
者

▽
車
内
収
容
方
法

▽
活

動
上
障
害
と
な
っ
た
事
▽
傷
病
者
の
観
察

結
果
▽
車
内
で
の
状
況
と
対
応
。 

②
暴
行
内
容
。
活
動
の
支
障
は
。 

▽
現
場

で
羽
交
締
め
に
至
る
ま
で
の
状

況
。
▽
そ
の
後
の
現
場
対
応
▽
消
防
長
や

管
理
者
へ
の
報
告
は
、
い
つ
。
▽
傷
害
の
程

度
。
診
断
内
容
。
勤
務
状
況
。 

③
告
訴
に
至
る
経
過
と
状
況 

▽
組
織
と
し
て
の
扱
い
。
▽
管
理
者
や
消

防

長

の
判

断
。
▽
警

察

へ
の
告

訴

の
状

況
。
組
織
へ
の
報
告
、
内
容
と
扱
い
。 

④
告
訴
取
り
下
げ
の
指
示
。 

▽
そ
の
理
由
。
▽
時
期

▽
ル
ー
ト
。
▽
命

令

・
指

示
か
。
▽
庁
内
協
議
は
。
▽
被
害

者
等
と
の
話
し
合
い
は
▽
職
員
へ
の
説
明

は
▽
取
り
下
げ
の
手
続
き
。
▽
加
害
者
と

の
接
触
。
そ
の
内
容
。
▽
示
談
か
和
解
か
。

そ
の
内
容
。
▽
関
係
者
へ
の
説
明
。 

⑤
管
理
者
と
加
害
者
の
関
係
は
。 

▽
ど
う
い
う
立
場
、
職
業
か
。
▽
働
き
か
け

は
。
誰
か
ら
。
い
つ
。
▽
全
員
に
伝
え
検
証

す
べ
き
事
例
で
は
な
い
の
か
。 

⑥
ひ
ど
い
隠
ぺ
い
工
作

で
は
な
い
か
。  

▽
隠
ぺ
い
の
認
識
は
。
守
秘
義
務
の
対
象

か
。
背
筋
を
伸
ば
し
て
見
解
を
。
（い
と
う
） 



「消
防
議
会
を
傍
聴
し
て
」 

ま
す
ま
す
深
ま
る
疑
問

! 

い
な
が
き
茂
行 

 

７
月
10

日
（木
）
午
前
９
時
30
分

か
ら
始
ま
っ
た
吉
松
消
防
組
合
議

会
で
、
伊
藤
正
勝
議
員
が
『
救
命
士

殴
打
事
件
』
に
つ
い
て

一
般
質
問
で

取
り
上
げ
ま
し
た
。 

消
防
議
会
で
は
初
め
て
と
も
思

え
る
18

名
の
傍
聴
者

（市
議
８
）
が

見
守
る
中
、
質
問
通
告
書
に
沿
い
、

１
時
間
に
わ
た
り
質
問
を
行
い
、
真

相
の
究
明
に
迫
り
ま
し
た
。 

戸
張
管
理
者
と
酒
井
消
防
長
が

答
弁
に
立
ち
、
救
急
活
動
記
録
や

救
急
支
援
活
動
報
告
書
に
沿
っ
た

説
明
は
さ
れ
た
も
の
の
、
被
害
届
の

取
り
下
げ
や
加
害
者
と
の
関
係
等

に
つ
い
て
は
明
確
に
答
え
ず
、
関
わ

り
を
濁
し
ま
し
た
。 

職
員
を
守
る
べ
き
消
防
の
ト
ッ
プ

が
加
害
者
を
守
る
よ
う
な
立
場
に

終
始
し
、
ま
る
で
他
人
事
の
よ
う
な

答
弁
で
、
今
回
の
事
件
の
重
大
さ
、

異
常
さ
へ
の
認
識
は
感
じ
ら
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。
緊
張
感
の
中
、
平
静
さ

を
装
う
姿
が
印
象
的
で
し
た
。 

 

明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と 

 

▼
１
年
半
前
の
12

月
30

日
深
夜
、

『
○
○
付
近
で
人
が
倒
れ
て
い
る
』
と

の
通
報
を
受
け
吉
川
南
分
署
か
ら

救
急
隊
、
吉
川
署
か
ら
は
救
急
支

援
活
動
を
行
う
消
防
隊
が
出
動
。 

▼
現
場
に
到
着
。
２
階
踊
り
場
に
傷

病
者

（男
性
）
が
倒
れ
て
お
り
、
胸

骨
圧
迫
を
実
施
し
て
い
る
男
性
に

心
肺
蘇
生
法
の
交
代
と
場
所
を
空

け
る
よ
う
要
請
。
▼
繰
り
返
し
依
頼

す
る
も
、
『
来
る
の
が
遅
い
』
と
連
呼

し
、
救
命
士
の
腹
部

（頭
部
）
を
殴

打
。
更
な
る
暴
行
を
防
ぐ
た
め
羽
交

い
締
め
し
、
警
察
官
の
応
援
を
要
請
。

▼
傷
病
者
を
救
急
車
に
移
し
、
救

命
措
置
を
実
施
。
付
き
添
っ
て
い
た

男
性
に
状
況
聴
取
を
す
る
が
酩
酊

並
び
に
興
奮
状
態
で
聴
取
で
き
ず
。 

▼
午
前
１
時
44
分
、
越
谷
の
病
院
へ

搬
送
。 

▼
庁
内
協
議
を
経
て
吉
川
警
察
署

へ
被
害
届
提
出
。
救
命
士
は
２
週
間

の
ケ
ガ
（吉
川
中
央
総
合
病
院
） 

▼
２
０
１
３
年
１
月
15

日
、
加
害
者

と
の
間
で
示
談
成
立
。
被
害
届
の
取

り
下
げ
。 

 

分
か
ら
な
い
こ
と
・ 

残
る
疑
問 

  

消
防
長
の
説
明
で
は
、
『
１
月

15

日
、
加
害
者
が
来
庁
。
救
命
士
の
委

任
を
受
け
た
総
務
次
長
が
対
応
。

加
害
者
が
お
詫
び
し
、
治
療
費
と

慰
謝
料
を
支
払
う
こ
と
で
示
談
と

し
た
。
直
ち
に
吉
川
警
察
署
へ
行
き

被
害
届
を
取
り
下
げ
た
』
と
言
う
。 

 

し
か
し
、
公
務
執
行
妨
害
事
件
ま
で
、

個
人
が
示
談
で
済
ま
す
こ
と
か
出
来
る

の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
取
り
下
げ
に
至

る
10

日
余
の
説
明
が
全
く
さ
れ
て
い

な
い
。
こ
の
間
、
ど
の
よ
う
な
働
き
か

け
が
あ
り
、
誰
が
ど
の
よ
う
な
目
的

で
誰
に
指
示
し
た
の
か
が
不
明
。 

暴
力
は
犯
罪

!
な
ぜ
事
件

を
矮
小
化
す
る
の
か
? 

 

現
場
に
駆
け
つ
け
た
救
命
士
が
暴
行 

を
受
け
、
救
命
活
動
を
妨
害
さ
れ
た
う

え
２
週
間
の
ケ
ガ
を
す
る
と
い
う
前
代

未
聞
の
事
件
。
『
傷
病
者

の
救
命
が
最

優
先
』
と
ガ
ン
バ
っ
て
い
る
救
命
士
、
命
を

預
け
て
い
る
市
民
に
対
し
、
管
理
者
で
あ

る
市
長
は
し
っ
か
り
と
説
明
責
任
を
果

た
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

腸
内
細
菌 

 

ヒ
ト
の
腸
内
に
は
１
０
０
種
類
、
１
０

０
兆
個
を
超
え
る
腸
内
細
菌
が
い
る
と

い
う
。
大
腸
菌
や
腸
球
菌
は
そ
の
代
表
。 

そ
れ
ら
の
菌
は
そ
の
人

の
生

理
機

能
、
発
ガ
ン
、
各
種
疾
病
に
関
係
し
、
免

疫
能
の
促
進
、
抑
制
に
作
用
す
る
。 

私
た
ち
の
『
健
康
と
病
気
』
に
深
く
関
係

し
て
い
る
。 

 

腸
内
細
菌
は
、
善

玉
菌

（
20

％
）
、
悪

玉
菌
（
10

％
）
、
日
和
見
菌
（
70

％
）
の
３

グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
善

玉
菌
の

代
表
は
ビ
フ
ィ
ズ
ス
菌
。
悪
玉
菌
代
表

は
ウ
ェ
ル
シ
ュ
菌
。
日
和
見
菌
は
ど
ち
ら

か
強
い
方
の
味
方
に
な
る
。 

善
悪
の
バ
ラ
ン
ス
は

一
定
で
は
な
く
、

常
に
勢
力
争
い
を
繰
り
広
げ
、
せ
め
ぎ

合
っ
て
い
る
。
食
事

・
老
化

・
ス
ト
レ
ス
・

過
労
等
で
悪
玉
菌
が
優
勢
に
な
る
と
腸

の
免
疫
力
が
低
下
し
て
し
ま
う
。 

私
た
ち
の
社
会
も
よ
く
似
て
い
る
。

ど
ん
な
組
織
で
も
多
く
の
人
は
、
強
い

方
の
味
方
を
す
る
。
周
り
の
人
と
異
な

る
言
動
を
慎
み
、
敵
で
は
な
い
と
装
う
。

常
に
周
り
を
見
、
場
の
空
気
を
読
む
。

穏
や
か
に
生
き
て
い
く
た
め
の
知
恵
か

も
し
れ
な
い
。 

 

消
防
組
合
で
は
公
務
員
の
守
秘
義
務

の
徹
底
が
図
ら
れ
、
核
心
に
触
れ
る
情

報
は
出
て
こ
な
い
。
し
か
し
、
「あ
れ
は
な

か
っ
た
こ
と
し
て
く
れ
」
と
の
『
天
の
声
の

主
』
や
『
加
害
者
は
地
元
有
力
者

一
族

で
、
市
長
の
利
害
関
係
者
』
だ
っ
た
と
の

話
は
密
か
に
伝
わ
っ
て
い
る
。 

権
腐
10
年
。
残
念
な
こ
と
だ
が
権
力

は
腐
敗
す
る
。
こ
れ
程
の
『
私
物
化
』
は

許
さ
れ
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

（い
な
が
き
） 

 

 
 



事件当日の「支援要請」と「活動記録」 
                           ―開示された公文書です― 

１２月３０日。暴行事件当日。―救急支援報告書(一部のコピーです) 

プライバシーに関係する部分はスミで消して開示したとの説明です。 

 
 

１２月３０日。暴行事件当日。―救急活動記録票(一部のコピーです) 

プライバシーに関係する部分はスミで消して開示したとの説明です。 

 
 

 
 

公
文
書
の
開
示
を
求
め
て
初
め
て
の
請

求
。
そ
の
迫
力
と
威
力
を
実
感
し
て
い
ま
す
。

消
防
組
合
の
情
報
公
開
に
つ
い
て
は
、
吉
川
市

情
報
公
開
条
例
を
準
用
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
十
数
年
前
こ
の
条
例
制
定
に
先
立
っ

て
発
足
し
た
「懇
談
会
」
の
市
民
委
員
を
つ
と

め
た
立
場
も
あ
り
、
今
回
は
当
局
の
対
応
や

公
文
書
の
存
在
、
開
示
の
内
容
等
を
具
体
的

に
確
認
す
る
得
難
い
機
会
と
な
り
ま
し
た
。 

「暴
行
事
件
」
の
概
要
掌
握
は
徹
底
し
た
口
封

じ
の
中
で
困
難
を
極
め
ま
し
た
が
、
開
示
さ

れ
た
資
料
で
明
確
に
裏
付
け
ら
れ
、
薄
暗
い

力
の
行
使
を

一
気
に
表
に
出
し
た
と
言
え
ま

す
。
多
岐
に
わ
た
る
公
務
。
公
文
書
は
市
民

共
有
の
財
産
で
す
。
そ
の
重
み
と
価
値
。
お
す

そ
分
け
の
気
持
ち
で
コ
ピ
ー
の

一
部
を
掲
載

し
ま
し
た
。 

 

市
民
で
あ
れ
ば
誰
で
も
情
報
の
公
開
請
求

権
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
納
得
の
で
き
な
い

こ
と
や
疑
問
に
思
う
事
業
に
つ
い
て
は
気
軽
に

開
示
請
求
が
で
き
る
時
代
の
到
来
。
公
文
書

の
作
成
。
記
録
、
整
理
。
保
存
へ
の
目
配
り
。

知
る
権
利
の
広
が
り
は
法
を
か
い
く
ぐ
る
手

法
に
歯
止
め
を
か
け
、
信
頼
の
地
域
社
会
づ

く
り
を

一
歩
前
進
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
確

信
し
て
い
ま
す
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

（い
と
う
） 


